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（２）地域資源を活用したにぎわい拠点づくり①

16 （１）健康団地への再生①

（２）安全・安心に配慮した住まいづくり①

（３）

20 施工時期の平準化等に向けた取組み①

19 持続可能な都市づくりに向けた適正で合理的な土地利用の推進①

（３）相模連携軸整備の推進①

（４）居住コミュニティの創出に向けた住まいづくり①

18 エネルギー政策の推進①

（５）建築物の吹付けアスベスト等対策の促進⑦

17 特色ある地域づくりの総合的な
推進

（１）交流と連携を支える鉄道網の整備①

（４）みなとまちづくりの推進①

的確な公的住宅の整備・管理①

15 地域の個性を生かした市街地の
整備

（１）土地区画整理事業による良質な都市空間の形成①

（２）既成市街地の再整備による都市機能の更新①

心豊かで安全・安心な住まいづ
くり

みどり豊かで美しいまちづくり①

14 快適な生活を支える下水道の
整備・充実など

（１）下水道整備の推進①

（２）下水道施設・資源の有効活用①

９ 地域の活力を支える総合的な交通ネットワークの形成①

10 「かながわのみちづくり計画」に基づく幹線道路網の整備①

11 政令市の幹線道路整備への支援⑧

12 道路をより使いやすくする取組み①

13

（３）県立都市公園などの整備①

８ 山・川・海の連続性をとらえた
「川づくり・なぎさづくり」

（１）砂浜の回復と保全①

（２）相模川・酒匂川の総合土砂管理①

７ 自然環境に配慮したまちづくり （１）ひとや自然にやさしい水辺づくり①

（２）みどりを保全・活用するまちづくり①

（１）交通安全施設などの整備①

（２）公共交通の安全・安定輸送の確保①

６ 道路施設の適正な維持管理①

３ 被災地・被災者の支援⑧

４ 公共土木施設の維持補修①

５ 安全で円滑な交通環境の確立

（２）災害時の道路確保体制の強化①

（３）被災建築物などの危険度判定実施体制の整備①

（４）大規模災害後の復旧・復興対策の推進①

（９）緊急輸送道路などの整備①

２ 災害時応急活動体制の強化 （１）災害時の情報収集・提供体制の充実①

（６）水辺施設の保全の推進①

（７）建築物などの耐震化の推進①

（８）都市防災の推進①

（３）治水対策の推進①

（４）土砂災害防止施設などの整備①

（５）海岸保全施設などの整備①

（２）地震や津波に対する対策の推進①

Ⅲ 令和３年度 県土整備局主要事業体系図
【事業の効果が及ぶ区域】
① 全市町村、② 政令市を除く市町村、③ 政令市・中核
市を除く市町村、④ 政令市・中核市・保健所政令市を除
く市町村、⑤ 横浜市、川崎市を除く市町村、
⑥ 町村のみ、⑦ 特定市町村、⑧ その他

１ 災害に強いまちづくり （１）水防災戦略の推進①

- 6 -



Ⅳ 県土整備局主要事業の概要

 〔 〕

 〔 〕

( ）

( ）

〔 〕

二級河川 境川等96箇所 〔 〕

〔 〕

附属資料Ｐ6・資料4

都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）の推進

附属資料Ｐ8・資料5

イ 河川関係国直轄事業負担金 1,192,308千円

一級河川多摩川、相模川及び鶴見川の国直轄河川の改修等の経費を負担する。

◎ 安全・安心 ( )内の金額は再掲を示す。

１ 災害に強いまちづくり

(1) 水防災戦略の推進

(2) 地震や津波に対する対策の推進
津波や高潮等による被害を防止・軽減するための海岸・港湾施設の整備や、避難場所とな

る都市公園の整備、自動車専用道路などの災害時に緊急輸送道路となる道路、橋りょう等の
安全性向上のための取組みを推進する。
また、大規模災害からの復旧・復興に資する地籍調査を着実に促進する。このうち、津波

による浸水が想定される相模湾沿岸の都市部を「緊急重点地域」と位置づけ、市町による集
中的、効率的な地籍調査の促進を図る。

二級河川 山王川 附属資料Ｐ4・資料3

・ 公共・県単独土木事業 等 41,550,758千円

 附属資料Ｐ3・資料2

台風被害からの復旧復興に取り組むことに併せ、近年の台風等による大規模な風水害にお
ける課題や教訓を踏まえ策定した「神奈川県水防災戦略」に基づき、風水害対策を計画的に
進める。

 附属資料Ｐ1・資料1

・ 公共・県単独土木事業 等 37,817,536千円

(3) 治水対策の推進

ア 河川改修事業費 13,876,805千円

骨格的な大河川については、100～150年に一度の降雨に、中小河川については、４～10年
に一度の降雨に対応するため、護岸や遊水地等の整備を河川環境に配慮しながら推進すると
ともに、樹木の伐採や堆積土砂の除去などを緊急的に実施する。
このうち、「都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）」に位置付けた、都市化の進

展が著しい地域を流れる河川の整備を重点的に進める。
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( ）

〔 〕

( ）

( ）

〔 〕

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

78,038千円

エ 宅地耐震化推進事業費 25,000千円

建築物の耐震化を促進するため、避難確保上特に配慮を要する者が利用する病院・福祉施
設などの大規模建築物の耐震改修や災害時の救命活動や物資輸送を行うための緊急輸送道路
の沿道建築物の耐震診断・耐震改修に対して補助する。
また、大地震時に滑動崩落のおそれのある大規模盛土造成地の安全性の向上を促進するた

め、調査を推進する。

ア 大規模建築物耐震化支援事業費 38,377千円

イ 沿道建築物耐震化補助事業費
附属資料Ｐ14・資料8

5,016千円

ウ 沿道建築物耐震化支援事業費

(7) 建築物などの耐震化の推進

カ 港湾維持管理費 177,828千円

キ 海岸補修費 藤沢海岸等12箇所 264,354千円

ク 海岸維持管理費 8,498千円

ウ 城山ダム管理費 225,064千円

エ 三保ダム管理費 1,437,229千円

オ 港湾補修費 湘南港等４箇所 429,665千円

安全で安心できる河川、海岸及び港湾を維持するため、既存施設の適正な維持管理による
施設の保全を推進するとともに、相模湖、津久井湖の水質を維持するために設置したエア
レーション施設などの管理を行う。

ア 河川管理費 419,110千円

イ 河川修繕費 酒匂川等156箇所 4,095,562千円

(6) 水辺施設の保全の推進

津波や高潮等による被害を防止・軽減するため、養浜や護岸の改良等を実施する。

ア 海岸高潮対策費 茅ヶ崎海岸等12箇所 961,000千円

イ 海岸関係国直轄事業負担金 西湘海岸 450,000千円

(5) 海岸保全施設などの整備

附属資料Ｐ12・資料7

エ 道路災害防除事業費 国道135号等82箇所 3,400,000千円

附属資料Ｐ10・資料6

イ 地すべり対策事業費 早雲山等９箇所 228,900千円

ウ 急傾斜地崩壊対策事業費 長瀬２丁目Ｂ地区等225箇所 4,404,995千円

急傾斜地などの土砂災害や道路法面等の土砂崩落による被害を防止するため、施設の整備
を推進する。

ア 砂防事業費 山岸沢等65箇所 1,813,176千円

(4) 土砂災害防止施設などの整備
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( )

( )

( )

( )

〔 〕

( )

〔 〕

( )

( )

県道64号（伊勢原津久井）〔古在家バイパス〕等18箇所

( )

( )

・ 路面補修機械維持整備費

・ 既存建築物防災震後等対策費 ( )2,777千円

(2) 災害時の道路確保体制の強化

緊急時の迅速な対応を図り、災害時における道路の安全を確保するため、道路パトロール
車などの緊急車両の整備を行う。

51,153千円

(3) 被災建築物などの危険度判定実施体制の整備

イ 水防施設維持費 105,865千円

２ 災害時応急活動体制の強化

(1) 災害時の情報収集・提供体制の充実

円滑・迅速な避難や水防活動を支援し、水害等を軽減するために、水位観測施設の整備を
行うなど、河川防災情報の充実を図る。

ア 水防情報基盤緊急整備事業費 渋田川分水路等28箇所 547,000千円

地震災害時に被災建築物などの危険度判定等を的確に行うため、建築物の応急危険度判定
制度及び宅地の被災宅地危険度判定制度の充実を図る。

オ 道路関係国直轄事業負担金 等 11,942,497千円

ウ 電線地中化促進事業費 国道255号等20箇所 603,500千円

エ 道路改良費 1,971,325千円

附属資料Ｐ15・資料9

イ 橋りょう補修費 2,671,000千円

県道78号（御殿場大井）〔足柄大橋〕等52箇所

附属資料Ｐ17・資料10

(9) 緊急輸送道路などの整備

災害時の各種応急対策活動を迅速に行えるよう、緊急輸送道路となる道路、橋りょう等の
安全性の向上やネットワークの強化を図る。

ア 道路災害防除事業費 国道135号等61箇所 2,288,800千円

ウ 公園整備費 辻堂海浜公園等27公園 1,413,963千円

ア 街路整備費 （都）横浜藤沢線等23箇所 4,732,482千円

イ 立体交差事業費 69,600千円

(8) 都市防災の推進

災害時における火災の延焼遮断帯・避難路となる都市計画道路や、広域避難場所・広域応
援活動拠点となる都市公園等の整備を行い、防災空間の確保を図る。
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( )

( ）

・ 東日本大震災避難者住宅借上費 ( )

・ 公共・県単独土木事業 ( )

川崎駅（ＪＲ京浜東北線、南武線）等10駅

(2) 公共交通の安全・安定輸送の確保

公共交通の安全・安定輸送の確保を図るため、鉄道事業者が行うホームドアの設置に対し
補助する。

・ ホームドア設置促進事業費補助 246,419千円

３ 被災地・被災者の支援
東日本大震災の被災者に対して、災害救助法に基づく応急仮設住宅を引き続き提供する。

6,256千円

県地域防災計画に位置づけられている避難対策の応急仮設住宅について、迅速かつ適切に
供給するために、事前対策の強化及び県、市町村、関係団体等の連携強化を図る。

イ 緊急重点地域地籍調査費補助 67,650千円

津波による浸水が想定される相模湾沿岸の都市部を「緊急重点地域」と位置づけ、市町に
よる集中的、効率的な地籍調査を促進することにより、迅速な復旧・復興に寄与する基礎資
料の充実を図る。

国道135号等49箇所

  通学路における歩道整備や防護柵設置等により、安全な歩行空間を確保するとともに、交
差点の改良等に取り組む。

ア 交通安全施設等整備費 3,296,816千円

県道404号（遠藤茅ヶ崎）等122箇所

イ 交通安全施設補修費 1,318,846千円

４ 公共土木施設の維持補修
高度経済成長期に多く建設された橋りょう・トンネル等道路施設の高齢化が、今後、急速に

進行することから、道路施設ごとに長寿命化計画を策定し、これに基づく定期点検と予防保全
型の修繕を実施し、安全・安心な道路利用環境を確保するほか、河川や海岸などを含めて公共
土木施設の維持補修を推進する。

21,732,240千円

５ 安全で円滑な交通環境の確立

(1) 交通安全施設などの整備

(4) 大規模災害後の復旧・復興対策の推進

ア 災害時応急仮設住宅供給対策費 3,194千円
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( )

( )

〔 〕

( )

( )

( )

・ 砂防林事業費 ( )

( )

( )イ 明治記念大磯邸園整備費特別補助 54,335千円

(3) 県立都市公園などの整備

新たな利用者ニーズへの対応や、公園施設のユニバーサルデザイン化、防災機能の強化など
による公園機能の充実を図り、様々な手法を活用しながら県民の憩いの空間となる魅力ある都
市公園などの整備を進める。
また、明治記念大磯邸園の整備を、国や大磯町と連携して促進するため、町立都市公園事業

に対して補助する。

ア 公園整備費 辻堂海浜公園等27公園 1,413,963千円

(2) みどりを保全・活用するまちづくり

相模湾の浜辺のみどりを保全するため、湘南海岸における砂防林の保護育成を進める。

191,919千円

ウ 河川再生事業費 中村川 210,000千円

エ 砂防環境整備費 水無川等15箇所 73,000千円

ア 河川環境整備事業費 相模川等３箇所 31,586千円

イ 河川改修事業費 小出川等４箇所 516,340千円

７ 自然環境に配慮したまちづくり

(1) ひとや自然にやさしい水辺づくり

河川等において、多様な生物の生育環境を大切にしながら、憩いと親しみある空間を創出す
るなど、ひとや自然にやさしい水辺づくりを進める。

ク 交通安全施設補修費 1,318,846千円

国道135号等49箇所

ケ 交通安全施設等維持管理費 591,140千円

県道608号（平塚停車場袖ケ浜）等39箇所

オ 道路維持管理費 385,590千円

カ 橋りょう維持管理費 11,535千円

キ 街路樹維持管理費 45,624千円

ウ 橋りょう補修費 2,973,000千円

県道78号（御殿場大井）〔足柄大橋〕等61箇所

附属資料Ｐ17・資料10

エ 街路樹維持事業費 338,000千円

道路の安全性の向上や橋りょうの長寿命化等を図るため、各種道路施設の点検や維持修繕な
ど、予防保全の考えに基づく適正な維持管理を進める。

ア 道路補修費 国道129号等115箇所 4,360,553千円

イ 道路災害防除事業費 国道135号等82箇所 3,400,000千円

◎ 県土・まちづくり

６ 道路施設の適正な維持管理
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〔 〕

( )

( )

（ ）

オ 生活交通確保対策費補助 18,460千円

カ 東京都市圏交通計画検討調査費 8,272千円

エ 神奈川東部方面線整備費補助 4,070,000千円

ウ 受託リニア中央新幹線建設推進事業費 244,047千円

９ 地域の活力を支える総合的な交通ネットワークの形成

公共交通の充実・確保など

利便性の高い鉄道網の整備を促進するため、東海道新幹線新駅の設置に向けた活動を行うと
ともに、リニア中央新幹線は、東海旅客鉄道株式会社から受託している用地取得事務を進め
る。
また、相鉄・ＪＲ直通線と相鉄・東急直通線（令和４年度下期開業予定）で構成される、神

奈川東部方面線の整備に対して補助する。

イ 相模線複線化促進事業費 700千円

ア 東海道新幹線新駅設置推進対策費 2,800千円

イ 河川修繕費 相模川、酒匂川 108,823千円

(2) 相模川・酒匂川の総合土砂管理

山から海までの土砂環境の健全化に向け、相模川では、「相模川流砂系総合土砂管理計
画」に基づく河道域への置き砂等を実施し、酒匂川では、「酒匂川総合土砂管理プラン」に
基づく河道域への置き砂や河床掘削等を実施する。

ア 川づくり推進費 相模川、酒匂川 117,008千円

イ 海岸関係国直轄事業負担金 西湘海岸 450,000千円

８ 山・川・海の連続性をとらえた「川づくり・なぎさづくり」

附属資料Ｐ19・資料11

(1) 砂浜の回復と保全

美しい砂浜を回復・保全するため、ダムや河川内の堆積土砂等を利用し、養浜を主体とす
る海岸侵食対策を行う。

ア 海岸高潮対策費 茅ヶ崎海岸等11箇所 633,000千円
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〔 〕

( )

県道611号（大山板戸）〔大山バイパス〕 〔 〕

県道42号（藤沢座間厚木）〔座間荻野線Ⅱ期〕

等35箇所

( )

〔 〕

等22箇所

( )

( )

( )

・ 政令市道路整備臨時補助金

( )

〔 〕

オ 道路関係国直轄事業負担金 12,329,497千円

国道134号 道の駅「(仮称)サザン茅ヶ崎」（取付道路の整備）

・ 交通安全施設等整備費 115,430千円

附属資料Ｐ26・資料15

12 道路をより使いやすくする取組み
  道路の利便性を向上させるため、道の駅の整備を行う。

480,000千円

69,600千円

（都）安浦下浦線

（都）座間南林間線

（都）金子開成和田河原線 附属資料Ｐ24・資料14

11 政令市の幹線道路整備への支援
県内経済の持続的な発展や、災害時における物資輸送などに資するため、政令市において実

施する幹線道路の整備事業に対し、法人二税の超過課税を活用して補助する。

横浜湘南道路など国が行う国道の整備に要する費用の一部を道路法に基づき負担する。

（都）石田小稲葉線他（調査設計の実施）

（都）横浜藤沢線

（都）穴部国府津線他

ウ 立体交差事業費

エ 首都高速道路建設事業出資金 55,000千円

首都高速道路株式会社が行う道路の建設事業に対し出資する。

イ 街路整備費 4,737,482千円

県民生活の利便性向上や地域経済の活性化を図るため、「かながわのみちづくり計画」に基
づき、幹線道路網の整備を推進する。

ア 道路改良費 5,195,489千円

10 「かながわのみちづくり計画」に基づく幹線道路網の整備

附属資料Ｐ20・資料12

神奈川と静岡の県境をまたぐ道路〔伊豆湘南道路〕（調査設計の実施）

附属資料Ｐ22・資料13

新

新
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( )

( )

( )

〔 〕

( )

〔 〕

( )
ア 管渠、ポンプ場及び処理場整備費 （ 相模川・酒匂川流域下水道 ）

上部利用施設の整備
26,864千円

イ 管渠、ポンプ場及び処理場費 （ 相模川・酒匂川流域下水道 ）
下水汚泥の有効活用

194,257千円

附属資料Ｐ28・資料16

酒匂川流域下水道 左岸処理場・右岸処理場 1,477,707千円

附属資料Ｐ30・資料17

(2) 下水道施設・資源の有効活用

  下水処理場の上部利用施設の整備及び下水汚泥の建設資材としての有効活用を推進する。

(1) 下水道整備の推進

県民の水資源である相模川・酒匂川流域において、水質保全及び生活環境の改善を図るた
め、流域下水道の汚水処理施設の整備等を推進する。

・ 管渠、ポンプ場及び処理場整備費 4,844,960千円

相模川流域下水道 左岸処理場・右岸処理場 3,367,253千円

14 快適な生活を支える下水道の整備・充実など

県道404号（遠藤茅ヶ崎）等122箇所

イ 街路樹維持事業費 338,000千円

県道608号（平塚停車場袖ケ浜）等39箇所

13 みどり豊かで美しいまちづくり

  安全で快適なみち空間の形成

幅が広く段差のない誰もが歩きやすい歩道の整備や、街路樹の整備などにより、安全で快適
なみち空間の形成を行う。

ア 交通安全施設等整備費 3,296,816千円
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( )

( )

ア 市街地再開発事業費補助 ( )

瀬谷駅南口第１地区（横浜市）等６地区 〔 〕

イ 優良建築物等整備事業費補助 ( )

栄町二丁目地区（小田原市）

ウ 政令市市街地再開発臨時補助金 ( )

横浜駅きた西口鶴屋地区（横浜市）等３地区 〔 〕

・ 建替え  亀井野団地（藤沢市）等９団地 466戸

〔 〕

「神奈川県県営住宅健康団地推進計画」に基づき、10年間（令和元年度から令和10年度）
における県営住宅28団地約７千戸の建替えに向けて、建替え工事等を実施する。

附属資料Ｐ35・資料20

イ 県営住宅等維持修繕費 3,879,616千円

県営住宅の既存ストックを効果的・効率的に活用するため、建替えが必要な住宅と長寿命
化を図る住宅について、適切な維持管理、修繕工事を実施する。

ウ 県営住宅借上事業費 152,833千円

県営住宅の建替え及び維持管理を計画的に進めるため、必要な経費を積み立てる。

住宅に困窮する低額所得者に対する良好な住環境の提供を図るため、民間活力を活用した
借上制度により県営住宅の提供を行う。

エ 団地再生整備費 3,969千円

空き住戸を活用した、健康づくり、コミュニティづくりの拠点等を整備する。

オ 県営住宅事業基金積立金 657,558千円

16 心豊かで安全・安心な住まいづくり

(1) 健康団地への再生

11,519千円

附属資料Ｐ34・資料19

ア 県営住宅整備事業費 2,384,248千円

市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事
業を行う組合等に対して補助する。

附属資料Ｐ32・資料18

47,400千円

市街地の環境整備、良好な集合住宅の供給等に資するため、土地利用の共同化、高度化等
に寄与する優良建築物等整備事業を行う民間事業者等に対して補助する。

密集市街地の解消や都市の耐震性・耐火性の向上を図るため、政令市内で実施する市街地
再開発事業等に対し、法人二税の超過課税を活用して政令市へ補助する。

イ 都市整備関連道路整備事業負担金 180,000千円

市が施行する土地区画整理事業に対し、県道整備費相当額を負担する。

北部第二（三地区）（藤沢市）

(2) 既成市街地の再整備による都市機能の更新

1,056,656千円

15 地域の個性を生かした市街地の整備

(1) 土地区画整理事業による良質な都市空間の形成

ア 組合等区画整理事業費補助 128,628千円

産業用地等の創出を図るため土地区画整理事業を行う組合等に対し、都市計画道路整備費
相当額を補助する。

ツインシティ大神地区（平塚市）等２地区

新
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・ 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策費補助

・ 多世代居住のまちづくり推進費

・ 吹付けアスベスト等対策費補助 5,000千円

(4) 居住コミュニティの創出に向けた住まいづくり

少子高齢化が本格化する中で、子どもから高齢者までの多世代が互いに支え合い、誰もが
いきいきと生活できる「多世代居住のまちづくり」を推進するため、担い手養成講座等によ
る普及啓発や人材育成等を行う。

3,133千円

(5) 建築物の吹付けアスベスト等対策の促進

民間建築物における吹付けアスベスト等の対策を促進するため、小規模な民間建築物の所
有者に対し、アスベスト含有調査費用を補助する。

入居者の家賃負担の軽減を図るため、高齢者向けの優良な賃貸住宅を提供する所有者に対
して家賃の一部を補助する。

27,469千円

住宅確保要配慮者への居住支援を行うため、サービス付き高齢者向け住宅の登録促進や、
空き家・空き室を活用した住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進を図る。

(3) 的確な公的住宅の整備・管理

(2) 安全・安心に配慮した住まいづくり

ア 住宅施策推進費 3,302千円

神奈川県住生活基本計画等の取組みを促進するため、住宅確保要配慮者（高齢者、障がい
者、子育て世帯、外国人など）への支援やマンション管理の適正化等に関する情報提供など
を行う。

イ 住宅確保要配慮者向け住宅事業費 21,450千円
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( ）

( ）

（ ）

イ 立体交差事業費 （ ）

ウ 街路整備費 （ ）

（ ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

( ）

イ 土地区画整理事業費補助(地方道路)(工事費) 120,628千円

ウ 東海道新幹線新駅設置推進対策費 2,800千円

イ 港湾修築費 真鶴港等４箇所 96,000千円

エ 相模線複線化促進事業費 700千円

オ 受託リニア中央新幹線建設推進事業費 244,047千円

(4) みなとまちづくりの推進
葉山、湘南、大磯、真鶴の４港を拠点とした地域の個性ある発展を図るため、みなとの資

産を生かし地域を活性化するみなとまちづくりを進める。

ア 港湾改修費 真鶴港等２箇所 131,000千円

エ 地すべり対策事業費 大涌沢等２箇所 175,900千円

ア 道路改良費 1,078,000千円

県道611号（大山板戸）〔大山バイパス〕等４箇所

(2) 地域資源を活用したにぎわい拠点づくり

「新たな観光の核づくり」を支える取組みとして、大山へのアクセスを強化する大山バイ
パスなどの整備を推進する。
また、県西地域の活性化に資する穴部国府津線の整備を推進するとともに、箱根の大涌谷

を訪れる観光客の安全性の向上を図るため、大涌沢等の地すべり対策を進める。

ア 環境共生モデル都市圏形成事業推進費 15,060千円

(3) 相模連携軸整備の推進

県央・湘南都市圏の一層の発展をめざし、リニア中央新幹線の整備や相模線の複線化等の
促進、東海道新幹線新駅誘致地区を中心とするツインシティでは、平塚市大神地区の土地区
画整理事業を促進するなど、環境と共生する魅力あるまちづくりを進め、交流と連携を実現
するネットワーク型都市圏の形成を図る。
また、相鉄いずみ野線延伸（先行区間：湘南台駅～慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス付

近）の実現に向けた検討を進める。

(1) 交流と連携を支える鉄道網の整備

東海道新幹線新駅の設置やリニア中央新幹線の整備などを促進し、全国との交流連携の窓
口となる南北２つのゲートを中心としたネットワーク型都市圏の形成に取り組み、県央・湘
南都市圏のポテンシャルのさらなる向上につなげる。

ア 東海道新幹線新駅設置推進対策費 2,800千円

イ 受託リニア中央新幹線建設推進事業費 244,047千円

69,600千円

1,069,681千円

17 特色ある地域づくりの総合的な推進
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( )

( )

( )

地域の担い手となる建設業者の経営の効率化・安定化などを図るため、工事と委託業務の発
注、施工時期の平準化に取り組む。

・ 12ヶ月未満の工事に係る債務負担行為の設定 5,886,069千円

20 施工時期の平準化等に向けた取組み

ウ 指定道路図等整備・長期優良住宅認定等事務費 12,555千円

19 持続可能な都市づくりに向けた適正で合理的な土地利用の推進
市町村と連携を図りながら、土地利用や建物用途などの実態調査を行い、都市計画決定・変

更等を行うための基礎資料を作成する。
また、地籍調査を実施する市町への支援を行うとともに、県が指定した路線毎の道路の位

置・種類を明示した台帳（指定道路図）等を整備することにより道路に関する情報の適正な管
理を行い、建築活動の円滑化を図る。

ア 都市計画調査費 116,332千円

イ 地籍調査費補助 234,549千円

18 エネルギー政策の推進
流域下水道の整備にあたり、高効率の汚泥脱水機の導入などにより、消費電力の抑制を図

る。

・ 管渠、ポンプ場及び処理場整備費
（相模川・酒匂川流域下水道）

1,651,026千円
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Ⅴ 指定管理費の変更について 

 

１ 一般会計 

(1) 港湾指定管理費の変更について（湘南港等） 

９款 土木費  ５項  港湾費 

・ 港湾指定管理費 

159,100千円  【予算に関する説明書 155頁】 

県管理港湾における施設の維持管理や利用承認等の業務を、指定管

理者に委託する。 

現基本協定に定める年割額等からの変更点： 

湘南港におけるオリンピック開催に伴う指定管理料の減 

湘南港 ３年度分 △55,935千円 

影響する年度 ３年度 

真鶴港港湾管理事務所の再築による維持管理費の増に伴う 

指定管理料の増 

真鶴港 ３年度分 441千円 

影響する年度 ３～５年度 

大磯港東岸壁の改修等による維持管理費の増に伴う納付金の減 

大磯港 ３年度分 △508千円 

影響する年度 ３～５年度 

 

(2)  公園緑地等指定管理費の変更について（観音崎公園等） 

９款 土木費  ７項  都市計画費 

・ 公園緑地等指定管理費 

1,926,310千円  【予算に関する説明書 159頁】 

県立都市公園における施設の維持管理や利用承認等の業務を、指定

管理者に委託する。 

 

現基本協定に定める年割額からの変更点： 

公募設置管理制度（Park-PFI）事業導入に伴う指定管理区域の減 

観音崎公園 ３年度分 △1,281千円 

（２年度分 △  960千円） 

影響する年度 ２～３年度 

 

建築基準法改正に伴う点検対象建築物の範囲の変更による点検料の減 

湘南海岸公園ほか９公園 ３年度分 △3,385千円 

（２年度分 △2,988千円） 

影響する年度 ２～３年度 
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 【予算に関する説明書 230～232頁】

Ⅵ 令和３年度当初予算債務負担行為について

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

１ 一般会計
(既設定及び新規設定)

事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 3,237

190,648

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 1,109,960

695,229

国庫支出金 －

県 債 90,000

そ の 他 －

10,000

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

71,172

国庫支出金 176,000

県 債 887,000

そ の 他 －

103,000

国庫支出金 734,600

県 債 956,000

そ の 他 －

109,400

左 の 財 源 内 訳

工事設計積算シス
テム開発運営費

279,586

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

平成30年度
～

令和 2 年度
85,701 特

定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 5 年度
193,885

一般財源

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 8 年度
1,805,189

一般財源

道路災害防除事業
費

100,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
100,000

一般財源

かながわ電子入札
共同システム運営
費

1,805,189

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

令和 2 年度

路面補修機械維持
整備費

71,172

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

令和 2 年度 － 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 8 年度
71,172

一般財源

橋りょう補修費 1,166,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
1,166,000

一般財源

道路改良費 1,800,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 5 年度
1,800,000

一般財源
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事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 211,500

県 債 195,000

そ の 他 －

23,500

国庫支出金 －

県 債 26,000

そ の 他 －

4,000

国庫支出金 －

県 債 450,000

そ の 他 －

100,000

国庫支出金 25,000

県 債 22,000

そ の 他 －

83,000

国庫支出金 561,750

県 債 623,000

そ の 他 －

72,050

国庫支出金 1,695,750

県 債 2,289,000

そ の 他 －

260,550

国庫支出金 －

県 債 81,000

そ の 他 －

16,000

街路整備費 430,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 5 年度
430,000

一般財源

河川環境整備事業
費

30,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
30,000

一般財源

河川修繕費 550,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
550,000

一般財源

水防情報基盤緊急
整備事業費

130,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
130,000

一般財源

河川改修事業費 2,049,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

令和 2 年度 792,200 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
1,256,800

一般財源

同 上 4,245,300

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 8 年度
4,245,300

一般財源

海岸高潮対策費 97,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
97,000

一般財源
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事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 43,269

－

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

50,000

国庫支出金 －

県 債 67,000

そ の 他 －

23,000

国庫支出金 75,000

県 債 67,000

そ の 他 －

8,000

国庫支出金 97,000

県 債 86,000

そ の 他 36,000

11,000

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 51,671

385,405

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

412,503

受託海岸事業費 43,269

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
43,269

一般財源

砂防施設改良費 50,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
50,000

一般財源

防災砂防事業費 90,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
90,000

一般財源

地すべり対策事業
費

150,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
150,000

一般財源

急傾斜地崩壊対策
事業費

230,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
230,000

一般財源

港湾指定管理費 828,207

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

平成29年度
～

令和 2 年度
391,131 特

定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 5 年度
437,076

一般財源

ホームドア設置促
進事業費補助

412,503

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

令和 2 年度 － 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
412,503

一般財源
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事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

左 の 財 源 内 訳

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

71,666

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 －

1,559,698

ホームドア設置促
進事業費補助

71,666

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和 4 年度
71,666

一般財源

海洋総合文化ゾー
ン体験学習施設等
特定事業費

3,382,000

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

平成13年度
～

令和 2 年度
1,822,302 特

定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和 3 年度
～

令和15年度
1,559,698

一般財源

- 23 -



２ 県営住宅事業会計
(既設定及び新規設定)

事 項 限 度 額 区 分 期 間 金 額

千円 千円 千円

国庫支出金 2,808,006

県 債 6,097,000

そ の 他 28,214

－

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 5,533,902

－

国庫支出金 －

県 債 －

そ の 他 815,898

－

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和3年度
～

令和5年度
815,898

繰 越 金

公営住宅借上事業
費

6,413,883

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

平成12年度
～

令和2年度
5,597,985

特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和3年度
～

令和22年度
5,533,902

繰 越 金

買取型公営住宅取
得費

11,244,033

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

平成11年度
～

令和2年度
5,710,131

【予算に関する説明書 308頁】

左 の 財 源 内 訳

中高層公営住宅建
設事業費

8,933,220

前 年 度 末
までの支出
( 見 込 ) 額

－ 特
定
財
源

当 該 年 度
以降の支出
予 定 額

令和3年度
～

令和5年度
8,933,220

繰 越 金
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【予算に関する説明書 324頁】
３ 流域下水道事業会計

(既設定及び新規設定)

期 間 金 額 期 間 金 額 国庫補助金 企 業 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円

公 営 企 業 会 計
シ ス テ ム
開 発 運 営 費

146,615
平成30年度

～
令和2年度

107,015
令和 3 年度

～
令和 6 年度

39,600 - - 39,600

相模川流域下水道
運転業務委託費

5,870,945
令和元年度

～
令和2年度

2,350,471
令和 3 年度

～
令和 5 年度

3,520,474 - - 3,520,474

同 上 187,266 - 
令和 3 年度

～
令和 5 年度

187,266 - - 187,266

相模川流域下水
道左岸処理場改
築 工 事 費

2,622,000 令和2年度 1,407,000 
令和 3 年度

～
令和 4 年度

1,215,000 810,000 202,000 203,000

同 上 1,413,000 - 
令和 3 年度

～
令和 4 年度

1,413,000 942,000 235,000 236,000

相模川流域下水
道右岸処理場改
築 工 事 費

1,311,000 - 
令和 3 年度

～
令和 4 年度

1,311,000 874,000 218,000 219,000

酒匂川流域下水道
施設整備工事費

1,600,000 令和2年度 215,000 
令和 3 年度

～
令和 5 年度

1,385,000 692,500 346,000 346,500

同 上 290,000 - 
令和 3 年度

～
令和 5 年度

290,000 145,000 72,000 73,000

酒匂川流域下水
道左岸処理場改
築 工 事 費

1,131,500 - 
令和 3 年度

～
令和 4 年度

1,131,500 725,250 203,000 203,250

事 項 限 度 額

前 年 度 末 ま で の 支 払
義 務 発 生 （ 見 込 ） 額

当 該 年 度 以 降 の 支 払
義 務 発 生 予 定 額

左 の 財 源 内 訳
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Ⅶ 令和３年度当初予算地方債について

 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末
 における現在高の見込みに関する調書

前 前 年 度 末 前年度末現在高 当 該 年 度 末

現 在 高 見    込    額 現 在 高 見 込 額

千円 千円 千円 千円

(56,887,972) (50,971,945) (7,880,297) 

66,598,542  61,002,365  1,495,000 7,351,147  

(56,681,972) (50,765,945) (7,880,297) 

66,392,542  60,796,365  1,495,000 7,351,147  

(56,681,972) (50,765,945) (7,880,297) 

66,392,542  60,796,365  1,495,000 7,351,147  

備考  (  )は満期一括償還に係る積立額を元金償還見込額に含めた額を示す。

当該年度中
起債見込額

当 該 年 度 中
元金償還見込額

【予算に関する説明書 309頁】

１ 普 通 債

千円

(44,586,648) 

55,146,218  

県 営 住 宅 事 業 会 計

区 分

当該年度中増減見込み

(1) 土 木

(44,380,648) 

54,940,218  

54,940,218  

(44,380,648) 

2 災 害 復 旧 債

(1) 土 木

206,000  206,000  －  －  206,000  

206,000  206,000  －  －  206,000  
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Ⅷ 提出議案（条例その他）の概要 

 

【議案（条例その他）21頁 定県第37号議案】 

 

１ 神奈川県都市公園条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

令和４年４月から山北つぶらの公園に指定管理者制度を導入するほか、

相模三川公園のパークゴルフ場について、利用料金制を導入するなど、

所要の改正を行うものである。 

 

(2) 改正の内容 

  ア 指定管理者により管理する公園の追加 

現在、指定管理者に管理を行わせることとしている25公園に、直営

で管理している山北つぶらの公園を加え、合計26の公園を指定管理者

に管理を行わせる。（別表第４関係） 

    イ 相模三川公園のパークゴルフ場に利用料金制を導入する。（別表第

３、別表第５関係） 

ウ その他所要の規定の整備を行う。（別表第５関係） 

 

(3)  施行期日及び経過措置 

  ア 施行期日 

令和４年４月１日。ただし、(3)イについては公布の日。 

イ 経過措置 

神奈川県都市公園条例第31条の規定により指定管理者の指定を受け

た者は、この条例の施行の日前においても、同日以後の公園施設の利

用に係る利用料金について、この条例による改正後の神奈川県都市公

園条例別表第５の規定の例により、同条例第35条第２項の規定に基づ

く知事の承認を得ることができる。 
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【議案（条例その他）24～25頁 定県第40号議案】 

 

２ 建設事業等に対する市町負担金の概要【県土整備局関係】 

 

県で実施する建設事業等に要する経費の一部を、次の範囲内において

それぞれ負担させるものとする。 

 
  （令和３年度当初） 

事   業   名 市  町  名 負  担  額 
  千円 

相 模 川 流 域 下 水 道 事 業 相 模 原 市 234,024 

〃 平 塚 市 104,158 

〃 藤 沢 市 7,104 

〃 茅 ケ 崎 市 80,114 

〃 厚 木 市 104,138 

〃 伊 勢 原 市 15,807 

〃 海 老 名 市 56,031 

〃 座 間 市 40,559 

〃 綾 瀬 市 11,098 

〃 寒 川 町 26,657 

〃 大 磯 町 10,544 

〃 愛 川 町 22,494 

酒 匂 川 流 域 下 水 道 事 業 小 田 原 市 172,118 

〃 秦 野 市 97 

〃 南 足 柄 市 1,585 

〃 二 宮 町 442 

〃 中 井 町 320 

〃 大 井 町 2,918 

〃 松 田 町 3,695 

〃 山 北 町 1,381 

〃 開 成 町 866 

〃 箱 根 町 181,305 

相 模 川 流 域 下 水 道 管 理 事 業 相 模 原 市 3,095,102 

〃 平 塚 市 1,263,634 

〃 藤 沢 市 56,004 

〃 茅 ケ 崎 市 1,134,912 

〃 厚 木 市 1,221,988 

〃 伊 勢 原 市 168,662 

〃 海 老 名 市 696,002 

〃 座 間 市 483,228 

〃 綾 瀬 市 112,206 
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事   業   名 市  町  名 負  担  額 

  千円 

〃 寒 川 町 206,814 

〃 大 磯 町 91,284 

〃 愛 川 町 170,817 

酒 匂 川 流 域 下 水 道 管 理 事 業 小 田 原 市 1,654,947 

〃 秦 野 市 22,377 

〃 南 足 柄 市 275,177 

〃 二 宮 町 104,084 

〃 中 井 町 69,105 

〃 大 井 町 137,671 

〃 松 田 町 55,404 

〃 山 北 町 81,753 

〃 開 成 町 113,487 

〃 箱 根 町 119 
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２  主な内容

土  木   費 △9,765,262

道路改良費（公共事業） △1,724,443

街路整備費（公共事業） △1,664,714

沿道建築物耐震化推進事
業費

△58,521

建築物防災対策費 △37,983

都市再開発事業費
（公共事業）

△239,656

都市公園整備費
（公共事業）

△112,871

住 宅 費 △15,927
高齢者向け優良賃貸住宅
家賃対策費補助

△9,060

災 害 復 旧 費 △1,000,000

公 共 土 木 施 設
災 害 復 旧 費

△1,000,000
現年災害復旧費
（公共事業）

△1,000,000

△10,765,262

 (特別会計)

 (企業会計)

△12,949,813

一 般 会 計 計

運転管理委託費

流域下水道事業会計負担
金

△60,903

 △366,022

（単位 千円）
主 な 事 業

国庫支出金の決定等に伴う補正事業費の確定に伴う補正

道路関係国直轄事業負担
金

△586,651

道 路 橋 り ょ う 費

港 湾 費

河 川 海 岸 費 △1,045,408

県 土 整 備 局 合 計

△1,468,330県 営 住 宅 事 業 会 計

△716,221流 域 下 水 道 事 業 会 計

下 水 道 費 △60,903

砂 防 費 --

△261,462

款      項 補 正 額

土 木 管 理 費 △470,568

都 市 計 画 費

△405,000

△516,178

港湾改修費（公共事業）

県営住宅等維持修繕費
県営住宅整備事業費
（公共事業）

足柄上合同庁舎車庫等新
築工事費

△332,000

河川改修費（公共事業） △601,987

△1,237,671

地籍調査費 △50,427

都 市 行 政 費 △190,918

△261,462

△7,133,425
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３ 繰越明許費について

（１）追加
ア 一般会計

款

千円

９ 土  木  費

２ 道路橋りょう費

３ 河 川 海 岸 費

４ 砂  防   費

立 体 交 差 事 業 費 7,666 

海 岸 高 潮 対 策 費 243,245 

街 路 整 備 費 1,766,192 

2,002,009 

水 防 情 報 基 盤 緊 急 整 備 事 業 費 222,041 

河 川 修 繕 費 981,557 

【議案（令和２年度予算）11～13頁 定県第153号議案】

事 業 名 金      額

11,295,029 

項

8,480 

道 路 補 修 費 304,098 

6,336,124 

道 路 企 画 計 画 調 査 費

街 路 樹 維 持 事 業 費 3,000 

道 路 災 害 防 除 事 業 費 1,023,398 

橋 り ょ う 補 修 費 1,269,777 

交 通 安 全 施 設 等 整 備 費 1,547,397 

電 線 地 中 化 促 進 事 業 費 321,451 

道 路 管 理 計 画 調 査 費 84,665 

河 川 環 境 整 備 事 業 費 17,800 

城 山 ダ ム 管 理 費 16,600 

海 岸 補 修 費 44,682 

受 託 海 岸 事 業 費 12,691 

都 市 基 盤 河 川 改 修 費 463,393 

1,216,150 

砂 防 施 設 改 良 費 18,255 

急 傾 斜 地 施 設 改 良 費 10,300 

通 常 砂 防 事 業 費 1,000,878 

地 す べ り 対 策 事 業 費 72,920 

砂 防 環 境 整 備 費 13,800 

防 災 砂 防 事 業 費 99,997 
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款

千円

事 業 名 金      額項

５ 港  湾  費

６ 都 市 行 政 費

７ 都 市 計 画 費

港 湾 修 築 費 108,108 

375,083 

ホ ー ム ド ア 設 置 促 進 事 業 費 補 助 46,666 

港 湾 補 修 費 227,975 

46,666 

港 湾 改 修 費 39,000 

1,318,997 

都 市 再 開 発 事 業 費 1,056,508 

公 園 整 備 費 69,693 

県 土 整 備 局 計

組 合 等 区 画 整 理 事 業 費 補 助 75,456 

都 市 公 園 整 備 費 117,340 

11,295,029 
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【議案（令和２年度予算）57頁 定県第166号議案】

イ 県営住宅事業会計

項

千円

１ 住 宅 費

930,815 県 土 整 備 局 計

款

県 営 住 宅 用 地 取 得 造 成 費 118,137 

県 営 住 宅 整 備 事 業 費 812,678 

事 業 名 金      額

930,815 

930,815 

１ 県営住宅
    事業費
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【議案（令和２年度予算）15頁 定県第153号議案】
(２) 変更

一般会計

事 業 名 事 業 名

９ 土木費 ２
道 路
橋りょう費

道 路 改 良 費 道 路 改 良 費

９ 土木費 ３ 河川海岸費 河 川 改 修 事 業 費 河 川 改 修 事 業 費

９ 土木費 ３ 河川海岸費 河 川 再 生 事 業 費 河 川 再 生 事 業 費

９ 土木費 ４ 砂 防 費
急 傾 斜 地 崩 壊
対 策 事 業 費

急 傾 斜 地 崩 壊
対 策 事 業 費

35,640 1,935,093 

800,994 8,130,878 

84,480 99,480 

94,000 3,135,072 

款 項
補 正 前 補 正 後

金 額 金      額

千円 千円
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 【予算に関する説明書(令和２年度） 125頁】

４ 継続費について

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び

当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(変 更）

区分

国 庫
支出金

県 債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

補正前
の 額

332,000 - 249,000 - 83,000

2
補 正
の 額

△332,000 - △249,000 - △83,000 - - - - - -

足柄上合同庁
舎車庫等新築
工事費

補正後
の 額

- - - - -

補正前
の 額

707,000 - - - 707,000

3
補 正
の 額

△707,000 - - - △707,000 - - - - - -

補正後
の 額

- - - - -

補正前
の 額

1,039,000 - 249,000 - 790,000

計
補 正
の 額

△1,039,000 - △ 249,000 - △ 790,000 - - - - - -

補正後
の 額

- - - - -

９ 土木費

 1 土木管理費

翌 年 度

以 降 の

支 出

予 定 額

前前年

度 末

までの

支出額

前 年 度

末 ま で

の 支 出

( 見 込 )

額    

継続

費の

総額

に対

する

進捗

率 

 項
年
度

年割額

左 の 財 源 内 訳

事 業 名
特  定  財  源

一般財源

 款 全 体 計 画
当 該

年 度

支 出

予 定 額

当該年度

末までの

支 出

予 定 額
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【予算に関する説明書(令和２年度) 195頁】

５ 地方債について

 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末

 における現在高の見込みに関する調書

千円 千円 千円 千円 千円

〔8,548,027〕

（857,000） 1,867,000  8,228,177     

〔62,699,046〕 〔56,887,972〕 〔50,849,945〕

△214,000 - 

〔8,548,027〕

1,653,000  8,228,177     

〔8,548,027〕

（857,000） 1,867,000  8,228,177     

〔62,699,046〕 〔56,681,972〕 〔50,643,945〕

△214,000 - 

〔8,548,027〕

1,653,000  8,228,177     

〔8,548,027〕

（857,000） 1,867,000  8,228,177     

〔62,699,046〕 〔56,681,972〕 〔50,643,945〕

72,341,566 66,392,542 △214,000 - 

〔8,548,027〕

1,653,000  8,228,177     

- - 

- 206,000      - - 

- - 

- - 

- 206,000 - - 

- - 

備考 １
２

60,880,365   

計

区 分
前前年度末
現 在 高

前年度末
現 在 高
見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み 当該年度末
現 在 高
見 込 額当 該 年 度 中

起 債 見 込 額
当 該 年 度 中
元金償還見込額

補正前の額

県営住宅事業会計
補 正 額

72,341,566 66,598,542 

補正前の額

１ 普 通 債
補 正 額

72,341,566 66,392,542 60,674,365   

計

補正前の額

(1) 土 木
補 正 額

60,674,365   

計

補正前の額

2 災 害 復 旧 債
補 正 額

206,000      

計

（ ）内の金額は外書きで、次年度への繰越額を示す。
〔 〕は満期一括償還に係る積立額を元金償還見込額に含めた額を示す。

補正前の額

(1) 土 木
補 正 額

206,000      

計
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Ⅹ 提出議案（令和２年度 条例その他）の概要 

【議案（令和２年度 条例その他）６頁 定県第174号議案】 

１ 収入証紙に関する条例の一部を改正する条例の概要【県土整備局関係】 

(1) 改正の趣旨

神奈川県建築基準条例の一部改正に伴い、新設する手数料を収入証紙

により徴収するため、所要の改正を行うものである。 

(2) 改正の内容

神奈川県建築基準条例の一部改正に伴う手数料項目の新設（別表の２

手数料関係）

ア 居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率又は壁面の位置

の特例許可申請手数料

イ 居住環境向上用途誘導地区における建築物の高さの特例許可申請手

数料

(3) 施行期日

令和３年４月１日
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【議案（令和２年度 条例その他）７～11頁 定県第175号議案】 

 

２ 神奈川県手数料条例の一部を改正する条例の概要【県土整備局関係】 

 

 (1) 改正の趣旨 

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、

建築物エネルギー消費性能適合性判定が義務付けられる建築物の対象が

拡大されたことから、申請手数料の面積区分を見直し、手数料を改定す

るなど、所要の改正を行うものである。 

 

 (2) 改正の内容 

  ア 建築物エネルギー消費性能適合性判定が義務付けられる建築物の床

面積の下限が2,000㎡から300㎡に拡大されることから、申請手数料

の面積区分を見直し、手数料を改定する。 

また、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新

築等計画の認定を取得することで、建築物エネルギー消費性能適合性

判定を受けたものとみなされることから、当該認定に係る申請手数料

の面積区分も併せて見直し、手数料を改定する。（別表の８ 県土整

備局関係） 

  イ 国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法を新た

に追加したことから、建築物エネルギー消費性能適合性判定等にお

いて、その評価方法を用いた申請ができるようにするための規定の

整備を行う。（別表の８ 県土整備局関係） 

  ウ その他所要の規定の整備を行う。（別表の８ 県土整備局関係） 

     

 (3) 施行期日及び経過措置 

  ア 施行期日 

令和３年４月１日 

  イ 経過措置 

    この条例の施行の際現に申請書等の受理をしているものに係る手数

料については、なお従前の例による。 
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【議案（令和２年度 条例その他）13～15 頁 定県第 177 号議案】 

 

３ 神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例の概要 

 

(1) 改正の趣旨 

「神奈川県条例の見直しに関する要綱（以下「要綱」という。）に基

づく見直しの結果を踏まえ、建築基準法令の改正による避難規定の合理

化への対応を行うほか、都市再生特別措置法等の一部改正への対応を行

うなど、所要の改正を行うものである。 

 

(2) 改正の内容 

ア 要綱に基づく見直しによる改正 

(ｱ)  小規模な建築物に関する避難規定の合理化 

建築基準法施行令の一部改正に合わせて、階数が３以下で延べ面

積が 200 ㎡未満の小規模な建築物について、２以上の直通階段の設

置基準及び敷地内通路の幅員基準を改正する。（第 16 条、第 16 条

の２及び第 19 条関係） 

(ｲ) 手数料の減免対象の拡充 

大規模災害による被災者の負担軽減を図るため、被災住宅に係 

る建築確認等申請手数料の減免対象を拡充する。 

また、知事が特別の事由があると認める場合に、条例に規定す 

る申請手数料を減免することができる規定を整備する。（第 52 条の

20 関係） 

(ｳ) 既存建築ストックの有効活用のための制限の緩和 

都市計画区域以外の区域内における建蔽率、容積率、高さの限 

度等の制限に関する既存不適格建築物について、大規模の修繕・模

様替や用途の変更の際に当該制限を緩和する規定を整備する。（第

56 条関係） 

(ｴ)  その他所要の規定の整備を行う｡（第４条、第51条の３及び第56

条関係） 

イ 都市再生特別措置法等の一部改正に伴う改正 

都市計画に新たに創設された「居住環境向上用途誘導地区」を市町

が定め、さらに市街地環境を確保するために建築物の建蔽率の最高限

度、壁面の位置の制限又は高さの最高限度を定めた場合において、特

定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可するときの申
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請手数料を新設する。（別表関係） 

(3) 施行期日及び経過措置

ア 施行期日

令和３年４月１日

イ 経過措置

改正条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 
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【議案（令和２年度 条例その他）18～19頁 定県第180号議案】 

 

４ 建設事業等に対する市町負担金の概要【県土整備局関係】 

 

県で実施する建設事業等に要する経費の一部を、次の範囲内において

それぞれ負担させるものとする。 

 

 （令和２年度２月補正（その１）） 

事   業   名 市  町  名 既 定 額 変 更 額 
  千円 千円 

相 模 川 流 域 下 水 道 事 業 相 模 原 市 282,081 281,780 

〃 平 塚 市 131,320 131,180 

〃 藤 沢 市 10,799 10,787 

〃 茅 ケ 崎 市 92,443 92,344 

〃 厚 木 市 127,346 127,210 

〃 伊 勢 原 市 18,661 18,641 

〃 海 老 名 市 63,242 63,174 

〃 座 間 市 48,036 47,985 

〃 綾 瀬 市 14,342 14,327 

〃 寒 川 町 33,954 33,918 

〃 大 磯 町 13,478 13,464 

〃 愛 川 町 28,251 28,221 

酒 匂 川 流 域 下 水 道 事 業 小 田 原 市 162,154 161,615 

〃 南 足 柄 市 1,627 1,621 

〃 二 宮 町 425 423 

〃 中 井 町 332 331 

〃 大 井 町 3,847 3,822 

〃 松 田 町 3,991 3,977 

〃 山 北 町 2,648 2,619 

〃 開 成 町 607 605 

〃 箱 根 町 187,802 187,791 

相 模 川 流 域 下 水 道 管 理 事 業 相 模 原 市 3,153,764 2,897,065 

〃 平 塚 市 1,315,845 1,200,797 

〃 藤 沢 市 50,340 44,359 

〃 茅 ケ 崎 市 1,013,959 939,824 
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事   業   名 市  町  名 既 定 額 変 更 額 
  千円 千円 

〃 厚 木 市 1,204,263 1,096,041 

〃 伊 勢 原 市 169,006 156,429 

〃 海 老 名 市 711,845 658,901 

〃 座 間 市 479,866 438,426 

〃 綾 瀬 市 126,790 117,803 

〃 寒 川 町 199,162 181,332 

〃 大 磯 町 86,448 75,276 

〃 愛 川 町 166,780 146,587 

酒 匂 川 流 域 下 水 道 管 理 事 業 小 田 原 市 1,661,199 1,630,433 

〃 秦 野 市 23,218 22,076 

〃 南 足 柄 市 251,117 242,185 

〃 二 宮 町 99,208 94,807 

〃 中 井 町 62,810 60,208 

〃 松 田 町 59,801 57,247 

〃 山 北 町 104,715 99,211 

〃 開 成 町 135,207 128,903 
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【議案（令和２年度 条例その他）20頁 定県第181号議案】 

 
５ 県道路線の認定の概要 
 
(1) 認定の趣旨 

今回認定する路線は、藤沢市北部の湘南台（国道 467 号）から、さが

み縦貫道路の寒川北インターチェンジに接続する県道相模原茅ケ崎を経

由して、平塚市大神（国道 129 号）までを東西に結ぶ路線である。 

本路線は、地方的な幹線道路網の一部として、今後県で整備し、管理

していく必要があることから、道路法第７条の規定に基づき県道として

認定するものである。 

 

(2) 認定の内容 

整理 

番号 
路 線 名 

起 点 
重要な経過地 

終 点 

169 湘南台大神 
藤 沢 市 湘 南 台  

高 座 郡 寒 川 町  
平 塚 市 大 神  

 

(3) 路線の延長 

11.4 キロメートル 

 

(4) 路線の認定日 

令和３年３月 30 日 
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【路線図】 

【道路法（抄）】 

（都道府県道の意義及びその路線の認定） 

第７条 （中略）都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、

次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が（中略）その路

線を認定したものをいう。 

（一～三は略） 

四 ２以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方

に密接な関係がある主要地（中略）とを連絡する道路 

２ 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合にお

いては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 

参考資料
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【議案（令和２年度 条例その他）23頁 定県第183号議案】 

７ 和解の概要 

(1) 目的

国道134号における自転車転倒事故に伴う損害賠償請求事件について、

民事訴訟法第89条の規定により横浜地方裁判所小田原支部から和解勧告

があり、これに応じるものである。 

(2) 和解の内容

ア 件名

国道134号における自転車転倒事故に伴う損害賠償請求事件に係る

和解 

イ 和解の相手方

(ｱ) 原告

(ｲ) 利害関係人

東京都千代田区神田駿河台三丁目９番地

  三井住友海上火災保険株式会社 

  代表取締役 原   典 之 

ウ 和解内容

相手方 に対する和解金2,000万円の支払い

(3) 事故の内容等

ア 事故の内容

平成28年11月５日10時32分頃、横須賀市長沢地内の国道134号にお

いて、自転車利用者が路肩に生じていた溝に落輪した後転倒し、頭部

に受傷した。 

イ 被害の程度

外傷性脳内血腫が生じ、146日間入院した。また、自転車利用者の

契約保険会社により５級の後遺障害が認められた。 
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(4) 訴訟の経過

令和元年10月25日に、県を被告とする国家賠償法第２条に基づく損害

賠償請求訴訟が横浜地方裁判所小田原支部に提起され、令和２年12月３

日に開催された第７回弁論準備手続において、和解が勧告された。 
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３ 主な内容

（１）一般会計

○ 道路橋りょうの整備

国道129号（厚木市）など83箇所

○ 河川海岸の整備

酒匂川（小田原市）など44箇所

○ 砂防施設の整備、急傾斜地の崩壊対策

長瀬２丁目Ｂ地区（横須賀市）など107箇所

○ 港湾の整備

大磯港（大磯町）など２箇所

〇 都市公園の整備

津久井湖城山公園（相模原市緑区）など４箇所

○ 市街地再開発等

瀬谷駅南口第１地区（横浜市瀬谷区）など２箇所

地籍調査（横浜市など４市町）

（２）県営住宅事業会計

○ 県営住宅の整備

追浜第二団地 （６期）（横須賀市）

（３）流域下水道事業会計

〇 下水処理場等整備

相模川及び酒匂川

- 52 -



４ 繰越明許費について

【議案（令和２年度予算 その２）５頁 定県第186号議案】

(１） 一般会計
ア 追加

款 項

千円

９ 土  木  費

１ 土 木 管 理 費 27,690 

事 業 名 金      額

27,690 

県 土 整 備 局 計 27,690 

地 籍 調 査 費 27,690 
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【議案（令和２年度予算 その２）７～８頁 定県第186号議案】

イ 変更

事 業 名 事 業 名

９ 土木費 ２
道 路
橋りょう費

道 路 補 修 費 道 路 補 修 費

９ 土木費 ２
道 路
橋りょう費

道路災害防除事業費 道路災害防除事業費

９ 土木費 ２
道 路
橋りょう費

電 線 地 中 化
促 進 事 業 費

電 線 地 中 化
促 進 事 業 費

９ 土木費 ２
道 路
橋りょう費

交 通 安 全 施 設 等
整 備 費

交 通 安 全 施 設 等
整 備 費

９ 土木費 ２
道 路
橋りょう費

橋 り ょ う 補 修 費 橋 り ょ う 補 修 費

９ 土木費 ２
道 路
橋りょう費

道 路 改 良 費 道 路 改 良 費

９ 土木費 ２
道 路
橋りょう費

街 路 整 備 費 街 路 整 備 費

９ 土木費 ３ 河川海岸費 河川環境整備事業費 河川環境整備事業費

９ 土木費 ３ 河川海岸費
水 防 情 報 基 盤
緊 急 整 備 事 業 費

水 防 情 報 基 盤
緊 急 整 備 事 業 費

９ 土木費 ３ 河川海岸費 河 川 改 修 事 業 費 河 川 改 修 事 業 費

９ 土木費 ３ 河川海岸費 都市基盤河川改修費 都市基盤河川改修費

９ 土木費 ３ 河川海岸費 海 岸 高 潮 対 策 費 海 岸 高 潮 対 策 費

９ 土木費 ４ 砂 防 費 通 常 砂 防 事 業 費 通 常 砂 防 事 業 費

９ 土木費 ４ 砂 防 費 地すべり対策事業費 地すべり対策事業費

９ 土木費 ４ 砂 防 費
急 傾 斜 地 崩 壊
対 策 事 業 費

急 傾 斜 地 崩 壊
対 策 事 業 費

９ 土木費 ５ 港 湾 費 港 湾 改 修 費 港 湾 改 修 費

９ 土木費 ７ 都市計画費 都市再開発事業費 都市再開発事業費

９ 土木費 ７ 都市計画費
組 合 等 区 画 整 理
事 業 費 補 助

組 合 等 区 画 整 理
事 業 費 補 助

９ 土木費 ７ 都市計画費 都 市 公 園 整 備 費 都 市 公 園 整 備 費

17,800 263,993 

8,130,878 14,614,178 

222,041 687,041 

39,000 170,000 

243,245 679,245 

1,935,093 4,467,093 

72,920 92,920 

1,000,878 2,633,778 

3,135,072 4,281,738 

1,766,192 2,783,510 

1,023,398 1,392,398 

1,269,777 1,579,777 

304,098 959,098 

321,451 401,451 

1,547,397 2,563,797 

款 項
補 正 前 補 正 後

金 額 金      額

千円千円

1,056,508 1,196,508 

75,456 212,704 

117,340 340,340 

463,393 752,393 
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【議案（令和２年度予算 その２）13頁 定県第187号議案】

(２） 県営住宅事業会計

ア 変更

事 業 名 事 業 名

１ 県営住宅
  事業費

1 住 宅 費 県営住宅整備事業費 県営住宅整備事業費812,678 1,028,385 

款 項
補 正 前 補 正 後

金 額 金      額

千円千円
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５ 地方債について

【予算に関する説明書(令和２年度 その２) 28頁】

 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末

 における現在高の見込みに関する調書

千円 千円 千円 千円 千円

〔8,548,027〕

（857,000） 1,653,000  8,228,177     

〔62,699,046〕 〔56,887,972〕 〔50,971,945〕

122,000    -             

〔8,548,027〕

1,775,000  8,228,177     

〔8,548,027〕

（857,000） 1,653,000  8,228,177     

〔62,699,046〕 〔56,681,972〕 〔50,765,945〕

122,000    -             

〔8,548,027〕

1,775,000  8,228,177     

〔8,548,027〕

（857,000） 1,653,000  8,228,177     

〔62,699,046〕 〔56,681,972〕 〔50,765,945〕

72,341,566 66,392,542 122,000    -             

〔8,548,027〕

1,775,000  8,228,177     

-          -             

-            206,000      -          -             

-          -             

-          -             

-            206,000 -          -             

-          -             

備考 １
２

61,002,365   

計

区      分
前前年度末
現 在 高

前年度末
現 在 高
見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み 当該年度末
現 在 高
見 込 額当 該 年 度 中

起 債 見 込 額
当 該 年 度 中
元金償還見込額

補正前の額

県営住宅事業会計
補 正 額

72,341,566 66,598,542 

１ 普 通 債
補 正 額

72,341,566 66,392,542 

補正前の額

60,796,365   

計

補正前の額

(1) 土 木
補 正 額

60,796,365   

計

補正前の額

2 災 害 復 旧 債
補 正 額

206,000      

計

（ ）内の金額は外書きで、次年度への繰越額を示す。
〔 〕は満期一括償還に係る積立額を元金償還見込額に含めた額を示す。

補正前の額

(1) 土 木
補 正 額

206,000      

計

- 56 -



Ⅻ 提出議案（令和２年度 条例その他 その２）の概要 

 

【議案（令和２年度 条例その他 その２）３～４頁 定県第191号議案】 

 

１ 建設事業に対する市町負担金の概要【県土整備局関係】 

 

県で実施する建設事業に要する経費の一部を、次の範囲内においてそ

れぞれ負担させるものとする。 

 

 （令和２年度２月補正（その２）） 

事   業   名 市  町  名 既 定 額 変 更 額 
  千円 千円 

相 模 川 流 域 下 水 道 事 業 相 模 原 市 281,780 316,797 

〃 平 塚 市 131,180 147,482 

〃 藤 沢 市 10,787 12,128 

〃 茅 ケ 崎 市 92,344 103,820 

〃 厚 木 市 127,210 143,019 

〃 伊 勢 原 市 18,641 20,957 

〃 海 老 名 市 63,174 71,025 

〃 座 間 市 47,985 53,948 

〃 綾 瀬 市 14,327 16,107 

〃 寒 川 町 33,918 38,133 

〃 大 磯 町 13,464 15,137 

〃 愛 川 町 28,221 31,728 

酒 匂 川 流 域 下 水 道 事 業 小 田 原 市 161,615 206,995 

〃 秦 野 市 89 525 

〃 南 足 柄 市 1,621 2,139 

〃 二 宮 町 423 558 

〃 中 井 町 331 437 

〃 大 井 町 3,822 6,120 

〃 松 田 町 3,977 5,248 

〃 山 北 町 2,619 5,224 

〃 開 成 町 605 3,831 

〃 箱 根 町 187,791 188,816 
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